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述して以降、この因果応報説はわが国の仏教宗派にとどまらず、
江戸時代の神道、儒教、仏教の「三教一致」の宗教思想統制が
行われた際にも深く影響を与えている。『因果經和讃』に記さ
れた事柄は、現代社会では受け入れることの出来ない差別的な
記述ばかりである。

結び
「障

しょうがい

碍者」の表記を可能にするため、常用漢字表に「碍」の
字を追加してほしいという障害者団体の要望に対して、2020
年に政府が出した結論は不可であった。その理由は、「障碍」
の文言は仏教語として存在し、負の意味を有するため、「碍」
の追加は認めないというものであった。

その見解を『三経義疏』を始めとして、本稿で縷
る る

々検証して
きた。『法華経』では心身に障害のある人を題材にして、人々
への戒めの事例として因果応報を説いている。加えて、わが国
の仏教は、奈良仏教、平安仏教、鎌倉仏教と時代の流れの中で
変容してきたが、どの時期の仏教においても因果応報の教えは
重要な教説として位置づけている。

人間は輪廻転生の存在であり、その在世時の善悪の業
ごう

に応じ
て、幸不幸の結果が現れることを説いている。前世の業に応じ
て現世があり、現世の行いによって来世の結果が決まるという
ものである。家制度によって世代を継承してきたわが国にあっ
ては、ご先祖さまの悪行の結果として不幸、災厄が家に現れる
という教えであり、俗にいう「親の因果が子に報い」といわれ
るものである。

この因果応報の教えがわが国の「障害者観」に大きく影響を
及ぼしていると言っても過言ではない。現代社会にあっても、
人々が捉える因果応報の響きは「天罰」や「罪のつぐない」、「罰
があたった」などといった負の言葉として捉えてしまう言葉で
ある。『経典』を検証する限り、「障碍」は悪霊を意味し、その
言葉を用いて「障碍者」の表記に改正することは考えられない
ことである。

今も変わらず、絶対的真理として因果応報の教えを説く宗派は
少なくない。しかし、それによって当事者や関係者の心をいたく
傷つけているのである。特定の人々を負の存在事例にして教説を
説くことは、社会の人々に差別観を植え付け、さらに差別を助長
することであり、絶対にあってはならない。それらは人権蹂

じゅうりん

躙、
人権侵害の何ものでもないことを再認識するべきである。
「碍」の字表記問題は、単に表記の改正だけにとどまらず、

人権意識が希薄といわれるわが国において、人々の人権意識、
人間観を問う重要な課題なのである。
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本連載の締めくくりとして、わが国の人間観、障害者観に衝
撃的で、大きな影響を与えたと思われる『因果經和讃』を紹介
したい。
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この『因果經和讃』の基になっているのが、6 世紀頃に中国
で成立した『善悪因果經』である。わが国には 7 世紀頃に伝
来したと言われている。内容は、上記にあるように、釈尊が弟
子である阿難の疑問に対して、一つひとつ回答したものをまと
めたものである。その疑問とは、人々の身分格差に違いがある
のはなぜか、一人ひとりの風貌や能力の違いはなぜ生じるのか
といった疑問などに答えたものである。釈尊は前世での行いに
よって、その結果が現世で現われ、現世の生きざまが来世へと
つながる「三世因果」の理

ことわり

を説いている。すべては「因果応報」
であることを人々に示した『経典』である。いずれにせよ、こ
こでも心身に障害のある人を題材にして、因果応報の理を絶対
的真理、揺るぎない仏教の教えとして位置づけ、徹底して人々
に知らしめたのである。厩戸皇子が『三経義疏』の注釈書を撰
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